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赤嶺事務局長 

 本日の司会進行を致します、合併協議会事務局長の赤嶺と申します。よろしくお願いい

たします。それではただ今より大野郡５町２村合併協議会を開会させていただきます。開

会にあたりまして協議会規約第 10 条１項によりまして、本日の会議は成立しておりますこ

とを報告申し上げます。早速会議次第に、入らせていただきたいと思います。まず開会あ

いさつを、副会長であります、千歳村の高野健治議長よりよろしくお願いいたします。 

 

高野副会長（千歳村議会議長） 

 皆さんこんにちは。五月晴れのさわやかな天気が続いておりますが、本協議会もこのよ

うにさわやかな進行ができることを期待しながら、16 回目の大野郡５町２村合併協議会の

開催を致します。 

 

赤嶺事務局長 

 ありがとうございました。続きまして、会長あいさつを芦刈会長よろしくお願いいたし

ます。 

 

芦刈会長 

 皆さんこんにちは。本日は第 16 回の大野郡５町２村合併協議会の会議開催をご案内申し

上げましたところ、委員の皆様方におかれましては、大変ご多用の中をご出席いただきま

して誠にありがとうございます。本日の協議につきましては、去る５月 13 日の 15 回の協

議会で継続協議となっています、５案件につきましてご協議をいただきたいというふうに

思っています。その協議後、新市名候補選定小委員会の小野委員長の方からご報告をいた

だきまして、その後協議を申し上げますのでご協議をよろしくお願いいたしまして、開会

にあたりましてのごあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

赤嶺事務局長 

 続きまして、地元町長であります、朝地町の羽田野町長のごあいさつをよろしくお願い

いたします。 

 

羽田野朝地町長 

 こんにちは。朝地町長の羽田野ございます。本日は第 16 回の合併協議会ということであ

ります。持ち回りをするということになりまして、朝地町としては２回目の会合というこ

とであろうというふうに思います。また皆様方に朝地町においでをいただきましたことに

対しまして、心からお礼と感謝を申し上げたいと思います。合併協議会もいよいよ胸突き

八丁に差し掛かっておりますが、共存共栄と互譲の精神で来年の３月 31 日の合併に向けて

スムーズに合併協議が進みますように心からご祈念申し上げまして、あいさつに代えさせ

ていただきたいと思います。本日は誠にご苦労さまでございます。終わります。 

 

赤嶺事務局長 

 ありがとうございました。本日のこの会場は朝地町職員の方々のご協力を頂きまして準



 

2 

備することができました。事務局からもお礼申し上げたいと思います。大変ありがとうご

ざいました。それでは引き続きまして、事務局より経過報告を致します。 

 資料１の１ページをご覧いただきたいと思います。５月 13 日でありますが、第 15 回の

協議会を行っております。５案件につきまして継続協議ということになっております。新

市建設計画についてご提案を申し上げたところです。同日の協議会の終了後に第５回の新

市名候補の選定小委員会を行っております。５月 18 日に第３回の公立医療施設総合検討専

門委員会を行っております。５月 19 日第２回新市まちづくり委員会合同研修会を行ってい

ます。５町２村でおよそ 100 名のまちづくり委員さんの研修会を行ったところでございま

す。５月 20 日第 16 回の幹事会を行っております。５月 21 日第６回の新市名候補選定小委

員会を行っております。５月 24 日に町村長連絡会を行っております。５月 27 日、本日で

ありますが、第 16 回協議会という経過であります。以上で経過の報告を終わります。 

 次第の５以降につきましては、協議会規約第 10 条の第２項によりまして会長が議長を務

めることになっております。会長よろしくお願いいたします。 

 

芦刈会長 

 はい、規約に基づきまして、議事の進行をさせていただきますので、委員の皆様方のご

協力を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。なお、本日につきましては、

緒方の町長が公務のため出席できませんので、工藤助役の代理出席、犬飼の若松議会議長

が公務のため出席できませんので、代理と致しまして、足立副議長さんに出席をいただい

ておりますが、代理出席を認めておりますのでよろしくお願いします。 

 それでは、議事録署名人の指名についてでございますが、朝地町議会議長の浅野議長さ

ん、それから緒方町新市まちづくり委員会の大塚委員長さん、お二方よろしくお願い申し

上げます。 

 それでは早速議事に入らせていただきます。協議でございますが、継続協議となってお

ります５案件につきまして、これからご協議いただきますのでどうぞよろしくお願いいた

します。それでは継続協議となっております、第 49 号農業委員会の定数及び任期の取扱い

についての協議を始めます。このことにつきましては、まず協議会委員の皆様および各町

村の議会、新市まちづくり委員会の皆様方におわびを申し上げたいと思います。４月８日

の第 13 回協議会で提案を致しました原案でありますが、継続協議となっている定数配分に

つきまして法律上の解釈の違いがありました。本日、私の方から会長として陳謝の上、改

めて修正提案を致したいと思います。大変ご迷惑をおかけしました。申し訳なく思ってお

ります。よろしくお願い申し上げます。それでは事務局、経緯の説明ならびに修正提案を

行ってください。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

事務局（産業部会 和田） 

 産業部会和田です。よろしくお願いいたします。修正案の説明に入ります前に皆様にお

わびを申し上げます。農業委員会の定数及び任期の取り扱いにつきましては、これまで提

案を含めて３度の協議がされています。その間、議員の皆様方はもとより議会議員の皆様

方、各町村のまちづくり委員の皆様、各町村の住民の方々に大変ご迷惑をおかけし、協議

に迷惑をきたしましたことをおわび申し上げます。今後このようなことがないように、注
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意して事務を進めたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。それでは修正

案のご説明にいきたいと思います。 

 現在、提出している案につきましては先進事例にある、飛騨４町村合併協議会（現在の

飛騨市）でありますが、各町村２名の平等割を入れて、面積割りと農家戸数割りの方法で

提案しておりました。それを参考にしたものであります。この原案につきましては、作業

部会、産業部会、農業委員会長、事務局長合同会議で協議を行い、幹事会の審議を経て、

協議会に提案したところです。協議会において三重町より均等割りの根拠を具体的に説明

する資料を求められまして、本日まで継続協議となっております。先進事例である飛騨市

の農業委員会に経緯を確認したところ、協議の過程では平等割り２名を入れた選挙区を設

けることを検討したが、結果的には選挙区を設けないことになったということで、資料に

ついて詳しい説明はしていただけませんでした。これまで、法 10 条第１項第３項によるお

おむねに合計均等割り、農家戸数、農地面積割り等の概念が含まれるものと判断しており

ましたが、県の農林水産課より農業委員会の定数については、選挙人の数を基準に定める

こととの確認が取れました。なお、「おおむね選挙人の数に比例して」の解釈につきまして

は、条例で選挙区の定数を定める場合と、選挙人名簿の最終確認との間に時間差が生じる

ために人数の誤差が生じるためである。基本は選挙人の人数であるということがはっきり

しましたので、今回の修正案提出ということになりました。それでは資料の説明を致しま

す。資料の３ページをお開きください。資料の３ページ左側に先ほど説明した法律の抜粋

を載せております。第 10 条の２第３項にアンダーラインを引いております。おおむね選挙

人の数に比例して条例で定めることと決められております。右側の一番下の表をご覧くだ

さい。こちらの方に４月１日現在の各町村の選挙人名簿に登録されている人数により試算

した表を掲載致しております。この表につきましては、あくまでも試算でございます。選

挙区の人数を定める条例を定める時との時差が生じてまいりますので、あくまでも試算と

いうことでご理解いただきたいと思います。資料の１ページにお戻りください。修正の趣

旨につきましては、今ご説明申し上げましたが、具体的には前回の協議会で確認いただい

た１項から３項目の上段までは変更ございません。３項目のただし書き以降を「ただし、

選挙区の定数については、おおむね選挙人の数に比例して算出されたものとする」と修正

しましたのでご協議のほどよろしくお願いいたします。以上、簡単ですが、おわびと説明

に代えさせていただきます。 

 

芦刈会長 

 はい、ただ今、協議第 49 号につきまして修正内容の説明を申し上げましたが、この内容

につきましてご質問等がございましたら、お受けをしたいと思いますが。よございますか。

はい、今回の修正提案につきまして持ち帰りの協議が必要か、各町村の意向を伺いたいと

思いますが、ご意見がありましたら伺いたいと思いますが、よろしくお願いいたします。

はい、どうぞ。 

 

伊藤委員（緒方町議会議長） 

 今、会長が申しましたようにもしこの場で決定ができますならば、緒方町としては、異

論はございません。ただ、事務局にちょっとお願いを申し上げたいのですが、一番大事な
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資料であります。このことにつきましては先ほど会長さんからおわびのあいさつがありま

したが、事務局と致しましても謙虚に反省をいただきたいというふうに意見を申し上げた

いと思います。 

 

芦刈会長 

 はい、今、緒方町さんからはこの場で決定をしても異論ございませんというような意見

がございましたが、その他、ございませんか。はい、どうぞ。 

 

清田委員（大野町議会議長） 

 大野町ですが、ただ今意見がございましたように、法令に基づいた状況でございますの

で、よろしいのではないかなというふうに解釈致します。 

 

芦刈会長 

 はい、大野町さんからもこの場で決定をされても異論ございませんというようなご意見

でございますが、反対の意見がございますか。 

 

委員各位 

 ありません。 

 

芦刈会長 

 よございますか。第 49 号農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて、修正案で提

案を致しました通り、賛成の方の挙手をお願いします。はい、挙手全員であります。それ

では協議第 49 号につきましては、決定をさせていただきます。ありがとうございました。 

 続きまして協議第 60 号広報広聴事業の取扱い（その２）についてを議題と致します。こ

のことにつきましては、それぞれ新市まちづくり委員会、議会の特別委員会等、各町村で

それぞれ議論されたと思いますが、ご意見を伺いたいと思いますが。はい、三重町どうぞ。 

 

生野委員（三重町議会議長） 

 はい、三重町でございますけれども、この協議第 60 号広報広聴事業の取扱いにつきまし

ては、先般合併協議会を通じまして資料を請求しておったわけでありますが、その資料が

ですね、まちづくり委員会や三重町の特別委員会に直前に来ましたので、現在検討中であ

りますので、大変申し訳ございませんけども、再度継続協議にお願いしたいと思います。 

 

芦刈会長 

 その他ご意見はございませんでしょうか。はい。 

 

羽田野委員（朝地町長） 

 朝地町の羽田野でございます。今、三重町さんは継続協議ということはいたしかたない

と思いますが、やはりこの合併協議会というのは真摯に議論をしているわけです。従って、

三重町さんが前回も継続協議にしてほしいというのは、なお一層議論をしていきたいとい
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うのは当然のことだということでしたわけですが、また今回申しましたように、特別委員

会やまちづくり委員会の直前に来たからと、これはやっぱり理由にならんと思うのです。

それまでにやはりピシャッとしたひとつの資料を収集した中で、どういうことでこれにつ

いてはいけんのだとそこら辺をしていただかないと協議会の場でまだ議論していないか

ら、これは継続、継続ということでは私はどうかと思います。 

 しかしながら今申しましたように資料がなければ議論できないわけですから、当然だと

思いますが、しかし次回はそういうことのないようピシッとした方向でしていただかんと、

この協議会の存在価値そのものがおかしくなってくるという気がしますので、そこら辺は

はっきりとした中で今後もこの協議会に臨んでいただきたいと私は思います。 

 そういうことを踏まえて、今申しましたようにそこで議論してないといいも悪いも判断

できませんので、仕方ないと思いますが、そこら辺を踏まえて今後資料収集等についても

積極的にしていただく中での議論をしていただく中で、このそれぞれ結論を持って行って

ほしいということをお願いしておきたいというふうに思います。 

 

芦刈会長 

 はい、どうぞ、三重町さん。 

 

生野委員（三重町議会議長） 

 はい、朝地の町長さんが言われることも十分分かります。本当に資料が直前に来まして、

資料が非常に詳細な資料を頂いておりますので、十分な検討をして次回の合併協に臨みた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

 

芦刈会長 

 はい、今、三重町から資料の検討をさせていただきたいということで継続の申し入れが

ありました。継続協議とさせていただいてよろしゅうございますか。 

 

委員各位 

 はい。 

 

芦刈会長 

 どうぞよろしくお願いいたします。それでは、続きまして協議第 61 号を議題と致します。

ご意見を伺いたいと思います。はい、三重町さんどうぞ。 

 

生野委員（三重町議会議長） 

 協議第 61 号病院、診療所の取扱いにつきまして、これとやはり広報広聴事業の取扱いと

同じように合併協の方に資料をお願いしておったのですが、やはり直前に同じ時期に来た

ということで十分な検討がされていませんので、大変申し訳ございませんけれども、継続

協議にお願いいたします。 
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芦刈会長 

 はい、その他ご意見はございませんでしょうか。朝地の議長さん。 

 

浅野委員（朝地町議会議長） 

 朝地の浅野であります。そういう観点からのご意見に対しましてどうこういうわけでは

ございません。それで検討されることは立派に検討していただきたいと思いますが、われ

われの意見の方もくんでいただいて、一緒に加味をしていただいてそちらの三重町議会の

方でもこういう意見もあるということも、ひとつ入れていただきたいというふうに思いま

す。それといいますのは、無医村になるということは非常に地域にとって、高齢化の中で

地域を守っていくということに非常にわれわれ心配致しております。それで病院の問題と

いうのはただ、通常の経営感覚の基に利益を出す、出さんということ以上のやっぱりそう

いったわれわれの不安というものがございます。そこらをひとつ加味していただいて、地

域のそういった福利厚生の意義を考えて病院の意義と申しますか、それも考えていただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

芦刈会長 

 はい、緒方の議長さん。 

 

伊藤委員（緒方町議会議長） 

 緒方町の伊藤でございます。おがた病院、あるいは清川の診療所の問題につきましては、

専門委員会を作ってその中で論議していただく、その中で理解していただくという方向で

この協議会は進んでいますが、ちょっと２点ほど確認したいことがございます。 

 そもそも、公立病院専門委員会の設置は規程の第１号にあるように合併後、新市におけ

るおがた病院と清川村の診療所の担うべき役割や経営のあり方等について総合的な調査、

検討を行うというようなことを目的としております。具体的には第２条にあるように１番

目、公立病院の担うべき役割、機能に関する事項、２番目、公立医療施設の他の医療施設

との連携、機能分担に関する事項。３番目として、公立医療施設の診療体制に関する事項。

４番目として公立医療施設の経営のあり方に関する事項。５番目としてその他、会長が必

要と認める事項ということで調査検討されるというふうになっております。 

 これまでの第３回の専門委員会の中で現在の病院の経営状況だけの議論に終始してお

り、本来の主たる目的であるべきはずの合併後の公立医療施設の担う役割、機能、他の医

療施設との連携、機能分担に関する事項についてまったく論議されておりません。また、

病院経営のあり方についても赤字を削減することや、黒字化にすることだけのコスト論の

みの議論であります。 

 これは前回も専門委員会の提出した申出書、緒方町議会として委員長に申出書を提出し

ました。そういった地域住民としてのごく当たり前のことを緒方町議会は呈したわけであ

りますけれども、協議会の中でひとつ確認したいことがあります。専門委員会の席上で三

重町の生野議長が、このおがた病院についてはある町村では新市には要らないという議決

をしたとか、資料を出さなければ、緒方町は合併の枠組みから外れることになるといった

ような趣旨の発言をしたと聞き及んでおります。これは現在、大野郡５町２村合併に向け
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まして真剣に協議している最中、専門委員会委員および三重町町議会議長という職責から

憂慮する発言であると考えます。どのような根拠を持ってそういった発言をされたのか、

また緒方町を本当にこの合併から外したいのか、そのことについて確認を致したいと思い

ます。また先の専門委員会の中で議事録については、事務局では作成をするということに

はなっておりますけれども、公開しないということが決定されたという話を聞いておりま

す。このことについても協議会の会長としてどのような協議をされておるのかお尋ねを致

したいと思います。以上です。 

 

芦刈会長 

 はい、どうぞ。 

 

生野委員（三重町議会議長） 

 はい、朝地の浅野議長から先ほど言われましたように、やはり三重町も診療所、病院地

域医療にとっては重要であるということは認識しております。ですが、将来の経営形態、

さらにまたこれ以上また改革ができないかということについても議論をしているわけでご

ざいますから、そういうことがまとまれば、私どもはこれを廃止するとかそういう考えは

ございませんので、地域医療で絶対必要であるというのは皆認識していることは、ご理解

いただきたいと思います。 

 また今、伊藤議長から言われましたように新市の病院にしないということを言われまし

たのは、はっきり言いましてその千歳の議長はその法定協の場で言っております。それと

ですね、時のいきさつを言いますと、町からおがた病院に派遣しておる方が、資料につき

まして、いろいろ出し惜しむと言いますか、そのような言葉で言われておりましたし、ま

た推計につきましても30年間ほとんど1,000円くらいの違いということも専門委員会委員

の全員がやはり理解しにくいということもありまして、さらに詳細な資料の提出をお願い

しましたけれども、資料を出すことに何か拒むというようなことがございましたので、や

はり資料を出さなければ検討ができないのですから、ぜひ資料を出してください。 

 そうでなければ、枠組みから外れることになりますよといったことはチラッと言いまし

たけれども、私どもは本音からそんなことを考えているのではなく、やはりおがた病院は

新市の病院としてその経営形態をどのようにもっていくかということをこれからしっかり

と論議していかなきゃならないと思うし、その論議をするのに資料がないと論議ができな

いということだけはひとつお考えいただきたいと思います。 

 

芦刈会長 

 それから今、伊藤議長さんから議事録の公開についての考え方といいますか、これにつ

いては事務局の方から協議といいますか、そういうことが町村長連絡会の中でありまして

町村長連絡会で協議をした結果、特段公開が必要だろうかというような議論もされまして、

特段必要がないのではないかということになりまして、町村長連絡会で必要がないのでは

なかろうかということで止まっております。はい、どうぞ。 
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伊藤委員（緒方町議会議長） 

 はい、議事録につきましてはですね、専門委員会そのものを公開しておるわけでありま

すから、できれば、こと細かくとは言わなくても抜粋したものでもですね、公開していた

だけると大変ありがたい。それをわれわれ持って帰って、町民にやっぱり知らせるという

部分があろうと思います。ぜひひとつご検討願いたいと思います。 

 それから、われわれの病院が資料を出し渋ったというようなお話がありましたが、私は、

病院事務局も来ておりますけれども、出し渋ったような話は聞いておりません。ただちょっ

と時間がかかった、手間取ったというような話は聞いております。ですから渋るようなこ

とではないと思います。ですから少し遅れた程度でおがた病院のことで緒方町を外すとか

いうような形の発言をされると、われわれもやはり考え直すとか、考えを変えるとかそう

いった話もうちの議会では出てくるわけですけれども、これは三重町の総意でそういった

発言を三重町の議長さんがされたのか、あるいは個人的な発言の中でそういった発言をさ

れたのか、さらに確認をしたいと思います。 

 

芦刈会長 

 はい、どうぞ。 

 

生野委員（三重町議会議長） 

 はい、申し遅れましたけれども、個人的なものです。 

 

芦刈会長 

 はい、それから議事録の公開の件ですが、早速今日のこの協議会の後の町村長連絡会で

お諮りしたいというふうに思っております。どうぞ。 

 

伊藤委員（緒方町議会議長） 

 先ほどの千歳村の議会が決議をされて、おがた病院は要らないという決議をされたとい

うことでありますが、それも議長さんすいません、ご回答いただきたいと思います。 

 

高野委員（千歳村議会議長） 

 前回も申しましたように、私の方は、全員協議会で病院のほうは行政独立法人のほうに

してもらいたいと、要らないそう申したのです。そこのところをよく、そしてまだ病院の

検討委員会は審議している結果をこちらがまだ踏み込むわけにいかんから、そういうこと

で一応議会としてはそこまで、それから先は病院と専門委員会の検討結果が出てからとい

うことになります。以上です。 

 

芦刈会長 

 はい、緒方の議長さんどうぞ。 

 

伊藤委員（緒方町議会議長） 

 緒方の伊藤であります。われわれ確かに大きい病院を作りまして、非常に皆様方に心配
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をいただく部分が多いかと思います。地域の医療としては、これは絶対なくてはならない

と思います。今、千歳の議長さんが将来の経営形態は民営化でいくべきではないかという

ような話もありましたが、今回の合併協議会の中では私どもはこの財産は新市に持ち寄る

という話で言っておりますので、新市に持ち寄ってその後、経営状況が特に悪くなれば、

その時点でまたご協議を願うというような形で話ができれば大変ありがたいというお願い

であります。確かに資料をいろいろと請求されているようでありますが、非常に果たして

この資料が協議会の中あるいは専門委員会の中で本当に分かる資料、将来の経営形態を考

える資料であるのかと私どもは疑念に思うところがあります。そういうところを踏まえて

緒方の気持ちも考えていただいて今後の協議に検証をいただければ大変ありがたいと思い

ます。以上です。 

 

芦刈会長 

 はい、その他ご意見ございませんか。はい、どうぞ。朝地の長さん。 

 

羽田野委員（朝地町長） 

 朝地の羽田野ですが、協定項目の内容で今まで継続になっておるのは、合併までに協議

をするというのを三重町が９月までに結論を出してほしいというようなことだったと思う

のですね。 

 従って、おがた病院が要るとか要らんとかじゃなくてその要るとか要らんとかについて

は、これは専門委員会に私ども任せておるわけですから、今までの経営状況、これからの

経営形態あるいはこれからの経営形態によって地域医療をどうするのか、あるいはこれを

このまま存続するのは先ほど千歳の村長さんが言われましたように法人化するのかという

ことを含めて私どもは専門委員会にお任せしてある、私ども分かりません。ですからそこ

ら辺を今、おがた病院が要るとか要らんとかいうことじゃないと思います。ですから多分、

三重町の方もそういうことじゃないと思うのです、それはそれである程度判断材料にした

いと。従って、その資料だということでありますから、そのときに三重町さんがおがた病

院要らんからそういうことを言って良いということにはならんと思います。要らんという

ことになれば、どういうことで要らんのかということを含めて議論をするというのが三重

町の議論だと思います。 

 そういうことを含めて資料が要るということになればそこで当然十分議論してもらっ

て、最終的には専門委員会の意見に沿って私どもは対応すべきだと思いますので、特に三

重町さんにおかれましては合併までに調整するでは、今のところ納得いかん、従って９月

の議会までにある程度の方向を出したいというわけで、その結果三重町の議会として、あ

るいはまちづくり委員会として総意をそこで出していただいてどうするのかという判断を

してもらいたいと。今、要らんということでは私はならんというふうに思います。そうい

うことを含めて議論を進めていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

芦刈会長 

 その他、ご意見はございませんでしょうか。はい、どうぞ。千歳の村長さん。 
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阿南委員（千歳村長） 

 千歳村長の阿南ですが、私どもの議会からそういうような意見が出たということですが、

私どものまちづくり委員会、専門委員会の検討結果を踏まえて原案に賛成という結論をみ

ておるわけであります。ですから三重町が復帰した状況の中に経営形態も踏まえて検討し

ていただく専門委員会に検討していただくということになっておりますから、その結果を

見てこれから私どもは再度検討するのがしかるべき筋ではなかろうかと思います。 

 

芦刈会長 

 はい、二人ご意見が。はい、どうぞ。清川のまちづくり委員長さん。 

 

衛藤委員（清川村まちづくり委員長） 

 はい、清川の診療所のことについて前回、前々回お話をしましたが、重ねて実情をお話

して委員の皆さんにご理解を賜りたいと思います。 

 この間ちょっと言い落としましたが、50 年代の中ごろに清川村が無医村になった時に、

時の清川村長以下議会区長会等、上げてその筋にどなたか来て医療をしてくれませんかと

相当回を重ねてお願いをした経過があります。しかし、それは私どものお願いを聞いてく

れる人はなかった。それで県にお願いして診療所を作った。従って、すべてに国庫補助金

いただいて作りましたと、そういうことをまず申し上げて、それで自治医大の医師の方に

昨年まで、２年または３年の任期でおいでをいただいて、診療を続けてきたわけです。 

 一時はですね、１日 100 名を超すような外来患者を治療した経過があります。さらにこ

の前もお話しましたが、診療所に保健センターを併設しております。従って、清川の診療

所は週１回、月１回診療を休んで保健事業を行っています。 

 私はちょっとここで自分のことを申し上げたいのですが、それは何かというとこの前、

周南市を視察致しました。そのときに旧鹿野町の支所にお邪魔を致しました。たまたま公

営診療所というが出ました。資料見ましたら赤字であります。この周南市は、この赤字の

補てんをしてくれるのですかと聞いたらそれは当たり前です。それは公的診療機関という

のは保健事業をすると、だからそれは税金で埋め合わせすることは当然のことです。あの

時行った人は皆聞いております。私が質問をして、あそこの支所長からこういう説明があ

りました。 

 従って清川の診療所も最近経営が悪いわけですけれども、これはいろんな要素がありま

すけれども、健康づくりをしますと患者が減ると。私はここでずっと私事でございますが、

糖尿病、高血圧、狭心症、悪いやつ３つ持っておったわけです。平成 10 年の３月 14 日に

診療所の医師から糖尿病でこのままでは１年で失明、２年目で人工透析、従って今日から

直ちに薬餌療法ということを言われました。私は清川村保健センターの糖尿病教室のずっ

と常連で教育を受けました。その教育をしたのは診療所の医師であり、糖尿病はこうだと、

こうすればいいんだというのを巻き返し、巻き返し教育を受けました。それで私はあんた

からあれだけ教育を受けておるのだから、ここでそれをやってみたい。従って、今日は投

薬を辞退したい、それを許してくれと医師に私は頼みました。そしたらそれならやってみ

ればいいわ、というので私はその日から減食、それから働いて汗を流すことと、毎日５キ

ロ、約１時間のウオーキングもう８年も越します。４年ごろから体重が標準になりました。



 

11 

血糖値は３年で標準値以下になりました。糖尿病の薬は１錠も飲んでおりません。今日ま

で、さらに狭心症も治って 40 年来服用した狭心症の薬も私は今飲んでおりません。診療所

の医師に聞きましたらあなたは糖尿病と狭心症ではないというふうに言っております。こ

れは診療所と、保健センターとのチームでそういうことをやって私が実験台になったわけ

です。よく考えてみますと、こういうことを皆がやれば診療報酬はどんどん落ちていくと

いうのは分かっておることですね。ですから鹿野町の支所長の話の通りですね、これは税

金で賄う他以外ない。こういうお話でございます。 

 そう致しますと合併後に、診療所は、これはできないということになりますと、これは

合併のことについて清川の人間はどのように思うか、あそこで毎日 20～30 人の年寄りが集

まっている。その人たちにあんたたちはもう駄目ですよ。どっか他のところ行きなさいと

こういうことを言うような合併が私は弱者に対する温かい配慮か、絶対こういうことはな

いと思います。従って、いろいろとご指摘をいただくことは結構ですけれども、頭からこ

れをつぶせというような議論が一時あったということを聞いておりますが、まったくこれ

は論外です。従って、合併のデメリットが心配される、また座談会が始まりますけれども、

診療所がなくなるのはどのようにするのかという人がバーンと出てくると思いますよ。

従って、清川の村民は合併に全面的にご協力申し上げて進めようという立場で来ておりま

す。従って、やはり診療所を取り上げて、弱者をほたり投げるようなことは絶対にこの協

議会では進めていただきたくない。そういうことを申し上げておきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 

芦刈会長 

 はい、他にご意見は。はいどうぞ。大野町の議長さん。 

 

清田委員（大野町議会議長） 

 大野町ですけれども、病院診療所の取扱いにつきましては、継続になったことはご承知

の通りでございます。その内容について検討を加えているという状況であると、こう理解

をしております。先ほど確認をしたいということで、緒方の伊藤委員から出された件でご

ざいますけれども、そういうやりとりが現実にあったということになりますと、私はその

点はキチッとした方針を出しておくのが必要ではないかと思います。と申しますのが、こ

れだけ継続審議が続いてですね、それぞれの立場で一生懸命になっておられることは十分

に理解致します。私自身も焦りを感じておりますし、他の委員の皆さんも同じであります。

三重の皆さんについては、とりわけ各項目につきまして、極めて詳細に検討を加えていた

だくと。これは尊重すべき点と思います。しかしながらですね、私人とか公人とかじゃあ

ありませんけれども、公的な機関の委員として出席しておって、気持ちは焦りとか、いろ

んな状況は分かりますけれども、その点については発言が一部であったにしても流れの中

であったのなら、そのことがいいのか、どうなのか。私は生野委員が言われましたけれど

も個人的な見解の中で申したと。それならば、その点はやっぱり私は訂正をしていただき

たいと思います。生野委員はこれまでの活動とか郡内における中核的存在でありますし、

新市に向かってもそれなりの覚悟をしていただく立場におる方でございます。また議長会

の代表として検討委員会にも行っていただいておるのです。だからそのやりとりの背景は
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私たちには分かりませんけども、そのことがここに至ったのならばやっぱりどうあるべき

か、よりいいのかということも、私は確認をして次に移っていただきたい。要するに、病

院のあり方について検討する過程であったのですから、このことを少し重く受止めてもら

いたいなというふうに思います。それからまあ上手に言えませんけれども、議事録は作成

しますが、公開は町村長の連絡会の中でという説明がありましたけれども、これは聞いた

方がどのように受け取るか、何でもないことじゃないですか。こういうことはすぐ説明が

できるのではないですか。私の方は公開すると開示をするということは今の時代に一番ふ

さわしいことでありますし、合併協が再度出発した時の申し合わせ事項の項目になんて書

いてあったかと、会長はもっと姿勢を明確にすべきと私は思います。以上です。 

 

芦刈会長 

 はい、その他ございますか。意見もないようでございますが、この病院、診療所の取扱

いにつきましては、三重町の方からもう少し資料の検討の検討をさせていただきたいとい

うことで継続の申し入れがあっておりますが、そういうことでよろしゅうございますか。

はい、どうぞ。 

 

清田委員（大野町議会議長） 

 そのことは、私は理解致します。真剣にやっておることを本当に私は尊重します。しか

しその過程であったことをお互いが輪をもっていくためにはわだかまりをなくすためには

どうするのが正しいのか、そのことを今言ったわけです。個人的に私は生野委員をどうこ

う言いません。個人的な見解になった時には今までのいきさつの中で私が皆さんから一番

指摘を受ける立場におることを十分自覚しております。あえて私がそれを申し上げている

のですから、その辺生野委員も分かってもらいたいと思います。それから情報公開につい

ては会長の立場と、皆さんの要望と、時代の要請等どのようにいくかということでこの場

ですぐ即答できないのですか。いちいちもって帰って検討します。情報公開につきまして

も町村長連絡会で検討します。これは立派なことでありますけれども、もうちょっと歯切

れのいい進め方を私はしていただきたい。よろしくお願いいたします。 

 

芦刈会長 

 はい、その公開の件につきましては、先ほど申し上げましたが、町村長連絡会で提案を

されて、そういうふうに決めたことですんで、今日の町村長連絡会そのような方向で決め

たいという私の意向であります。そういうふうなことでご理解いただきたいと思います。

あと生野議長。 

 

生野委員（三重町議会議長） 

 この間の専門委員会での発言でございますけれども、そういうニュアンスで言ったこと

は確かですけれども、それをはっきりどう言ったという記憶を、今たどっていったのです

が、言い方は分かりませんですが、それはやはり議事録を見せていただきまして悪ければ

私は訂正をさせていただきます。 
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芦刈会長 

 もうご意見もそういうことでご理解いただきたいと思います。協議第 61 号につきまして

は三重町の方から継続の申し入れが出ておりますが、継続とさせていただきたいと思いま

す。はい、どうぞ。 

 

大野委員（大野町新市まちづくり委員長） 

 大野町の大野でございます。私はこの 16 年度になって初めてこの協議会の委員になって

今日で３回目なのですが、なかなか皆さん方の熱意あるご意見等拝聴してきたわけでござ

いますが、ひとつだけ分からないことがあるのですが、私も２回目の時に初めて読ませて

いただいたわけですが、第５条の中のですね、会議の議事を全会一致でもって進めること

を原則とすると、これまでいろいろな会議に出てきましたが、なかなか全会一致でなくし

て賛否を問うてすることが多いわけですが、この合併協議会の場合は対等な立場での協議

であろうとそういうことで、全会一致ということを原則としているのだろうと。しかし、

ただし意見が分かれた場合は出席委員の３分の２以上の賛成を持って議事を進めることが

できるとこういうふうにただし書きがあるのですね、私は今病院の問題が出ているのです

が、資料がまだ十分でないとか、あるいはうちの町村は必要ないとか、そういうことの意

見が今出ておりますが、私、大野町にとっては、絶対的におがた病院は必要です。距離的

にも考えて、設備も考えても大野町にあれだけ立派な病院はありませんし、緊急のときも

タクシーで 15 分もあれば飛んでいこうと。ということで絶対必要とですから私は原案に賛

成するところでございますが、先ほどから意見が出ていますように、継続すればもうこの

回は流れてしまう。私この議事運営の中に書いているように、会長にちょっとお尋ねした

いのですけどね、ただし書きの３分の２の賛成を得た場合、この項を、会場皆さんとひと

つ相談してでもですね、継続の賛否を問うたらどうかと。何回やっても継続、継続で意見

が出てきてその通り進んでいる。どうもそのところの納得が私的には３回目ですから分か

らないものですからそういうことを尋ねるのですが、会長ひとつひとつ何回くらい継続の

意見が出たら、同じ平行線でどんどんいくじゃないですか。そういう中で継続の賛否を私

は継続すべきか、しないべきか、というその賛否を問う必要が私は、ありはしないかなと

いうような気がするのですが、どうでしょうか。お諮りをお願いしたいと思います。 

 

芦刈会長 

 ただ今の質問につきまして、私の方からお答えさせていただきます。今もう全員賛成が

原則であるということで、もちろんこのことが基本であると思っております。それと同時

にやはり今三重町から出されておりますように、資料を出していただいて、もう少し検討

させてもらいたいという意見でありまして、もちろん私は、協議会長という立場もありま

すが、私は三重町の議会の特別委員会の中にも入っていますし、また新市まちづくり委員

会の協議の中にも入っており、委員さんの意見も聞いておりますし、また議会の委員さん

の意見も聞いております。その中で会長という立場ももちろんあるわけですが、今の状況

の中では継続させていただいて、やはりもう少し議論を尽くすべきであるというような判

断を致しております。この判断が熟してくれるのを何回も重ねてもまったく平行線で動か

ないというような状況のときは、私も関係の方にお諮りしながら、その場合は賛成多数と
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いうようなこともあると思っておりますが、できるだけ委員さんの意見を聞きながらこの

合併協議が円満にいくためにはそのような方法を採りたいというようなことで考えており

ますので、そのこともご理解をいただきたいと思っております。はい、どうぞ。 

 

大野委員（大野町まちづくり委員長） 

 私は、ある程度意見が熟してきているのではないかなと私個人が判断をしているわけで

す。今まだ会長は熟してないと、それは会長の権限で結構でございます。ひとつよろしく

お願いいたします。 

 

芦刈会長 

 はい、それでは協議第 61 号につきましては先ほど申し上げましたように、三重町と致し

ましてはもう少し検討をさせてもらいたいと、そういうご意見でございますので、継続協

議とさせていただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。はい、よろしくお願い

します。従いまして、協議第 61 号につきましては、継続協議とさせていただきます。 

 続きまして、協議第 67 号建設事業の取扱い（その３）についてを議題と致します。ご意

見を伺いたいと思いますが、よろしくお願いします。はいどうぞ、三重町の議長さん。 

 

生野委員（三重町議会議長） 

 三重町でございますけれども、協議第 67 号建設事業の取扱い（その３）につきましても、

ただ今資料を検討中でございますので、これにつきましても継続協議をお願いしたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

 

芦刈会長 

 はい、ご意見他にあるでしょうか、意見ございませんでしょうか。はい、朝地の町長さ

ん。 

 

羽田野（朝地町長） 

 端的に言います。次回はある程度の方向性は出るということですか。そこら辺を確認し

ておきたい。 

 

芦刈会長 

 三重町議長さん。 

 

生野委員（三重町議会議長） 

 はい、新市まちづくり委員会、議会特別委員会も十分に論議をしてまいりたいと思って

おります。 

 

芦刈会長 

 そのようなことで十分議論を。はいどうぞ、緒方の議長さん。 
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伊藤委員（緒方町議会議長） 

 三重町は自主解散を６月にやるということでありますが、残るは大野町さんの公社であ

ります。私どもいろいろ勉強させていただいたところによりますと、造成した土地が残る

という話であります。あれがすぐ片付く、売れるというような状況ではないのであります。

私はできれば大野町の公社をそのまま新市の公社として存続させるという形もひとつの検

討課題となるのではないかと思っております。ですからそのことも踏まえて三重町さんに

何とか努力をいただければ大変ありがたいと思います。 

 

芦刈会長 

 このことにつきましては、先ほど朝地の長さんが申し上げたご意見と同じだというふう

に思っておりますが、ご意見はございませんでしょうか。はい、協議第 67 号は三重町の方

からもう少し資料を検討させていただきたいという申し出がありまして、継続協議とさせ

ていただきたいということでございますが、よございますか。それでは、ここで１時間に

なりましたので 10 分間、午後２時 40 分まで休憩をさせていただきます。 

 

(休憩) 

 

芦刈会長 

 はい、それでは協議を再開しますのでよろしくお願いいたします。ただ今、休憩中に先

ほど緒方町の議長さん、それから大野町の議長さんから出されました専門委員会の公開の

件につきまして、臨時の町村長連絡会を開きまして、このことにつきまして協議を開きま

した。その結果につきましてご報告致します。議事録につきましては公開ということで決

定をさせていただきましたので、よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、続きまして、協議第 68 号議員の定数及び任期の取扱い（その２）について協

議を行います。この件につきましては前回の第 15 回協議会で設置選挙後、つまり合併をし

て２回目以降の選挙における議員定数は 26 名とするということが確認されております。ま

た１回目の選挙、設置選挙におきましては、定数特例を適用するとともに関係町村ごとに

選挙区を設置するということが確認をされております。これから継続協議となった部分に

つきまして協議を行うわけでございますが、これまで前回の主な論点と致しまして地域住

民の意見を反映するためには新市の最終意思決定機関であります、市議会に 1選挙区あた

り何名の議員が必要なのかということ、そして議員定数が財政に与える影響をどう考える

のかということであろうと思います。そういう議論の中で清川村さんの方から、協議を前

向きに進めるという趣旨から定数 29 名という新たな提案も出されたところでございます。

この提案も含めまして、各町村でそれぞれ定数配分、及び議員報酬の考え方につきまして、

新市まちづくり委員会やあるいは議会の特別委員会で協議をされたと思っておりますが、

各町村で協議の状況を県勢順に報告をしていただきたいと思っておりますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。まず三重町の方からお願いいたします。 

 

生野委員（三重町議会議長） 

 新市まちづくり委員会、そしてまた議会の特別委員会でやはり三重町が主張しておりま
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した、27 名ということでお願いしたいということでございました。なお新市まちづくり委

員会の協議の結果、やはり 27 名でいけという委員、そしてまた、もうそろそろこの辺でや

はり折り合うべきではなかろうかという委員との中で新市まちづくり委員会の中でやはり

27 名でいくという委員さんの方が多かったと見受けたわけです。議会の特別委員会の中で

もやはり譲歩するべきだという意見とあくまでも三重町の主張が正しいのだからそのまま

でいけという方が半々というような形の中で議論をしてまいったわけでありますが、三重

町と致しましては 27 名ということでひとつお願いを致したいと思います。 

 

芦刈会長 

 はい、清川村さん。 

 

森委員（清川村長） 

 清川村でありますけれども、まちづくり委員会、議会特別委員会では再三協議させても

らいました。先般申しましたように、29 名ということでございます。理由としては先般も

申し上げましたけれども、算出の基礎が、四捨五入をする場合、あるいは切り捨てる場合

切り上げる場合ということの３つの案がありましたけれども、私の方としては切り上げと

いうことで 29 ということでございます。なお、また先ほど会長からございましたが、27

と 36 平行線でずっときておりますが、小委員会の再三にわたる協議をした結果なかなか歩

み寄るということがないということでありますから、それとは別でありますけれども、29

というようなことを出しました。私のところはいずれにしても 29 に固持するというのでは

なくて、郡内は 28 あるいは 29,30,31 ということで各町村がそのようにまとまるというよ

うなことになれば 29 に固持するということではありません。先般と変わりはありませんの

で、以上です。 

 

芦刈会長 

 はい、ありがとうございました。続きまして緒方町さん。 

 

伊藤委員（緒方町議会議長） 

 緒方町でございます。緒方町もまちづくり委員会、議会特別委員会も前回同様 36 という

ことでお願い申し上げたいと思います。地域の声をより多く反映をさせたいという思いか

らの決定であります。 

 

芦刈会長 

 はい、ありがとうございました。続きまして朝地町さん。 

 

浅野委員（朝地町議会議長） 

 朝地は先ほど清川村の村長さんからありましたが、われわれは小委員会の中で回数を重

ねまして、７町村の中の歩み寄りという中で６対１という形にはなりましたが、私ども大

野町さんと一緒に 36 名の中を１名ずつ減で良いという折衷案をご用意致しました。しかし

三重町さんがこれならいけるのではないかというひとつの形であったというふうに記憶し
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ております。それがこういうふうになりましたので、経緯は決して 36 対 27 という形では

なくて、当初 52 名という枠もありました。そして在任特例の意見もございました。その中

を歩み寄って、歩み寄って 36 というのを出したというふうに記憶しております。当町と致

しましてはそれだけ協議を重ねたのであれば、６町村で 36 という形を持っていったのな

ら、それを最後まで貫くべきだということでございます。終わります。 

 

芦刈会長 

 はい、続きまして大野町さん。 

 

清田委員（大野町議会議長） 

 大野町の場合はこれまでの積み上げ、小委員会議論の方向や、市の例のとらえも一部あ

りますけれども、それを大事にして 36 名ということ。報酬につきましては、むしろ議長の

見解の方が強いのではないかと、まあできるだけ抑えようと、私の小委員会の発言では三

重町並みということを申し上げたわけです。財政難をそのまま議員報酬の条項に当てはめ

て論ずるのは私も申し上げておりますし、一部委員からもこの辺は政策とか政治の中で

培っていくべきだということになります。 

 それから申し上げたいのですけれども、合併がどうだ、こうだという議論を今から申し

上げるつもりではございませんけれども、定数特例を採用するということが決まったわけ

であります。設置選挙でありますから、52 までは認められるわけです。 

 だから 26 人に最初からこだわるところに私はボタンのかけ違いがあると思うのです。通

常選挙でこの新市になったときの人口でいった場合は 26 が定数ということであります。 

 だから今回の選挙は設置選挙であり、これまでの住民の皆さんの意見、それと各町村に

おけるまちづくり委員会、議会との動向を見た場合に、私は 36 という数字は極めてよく煮

詰まった数字でないかなという解釈をしていますし、うちの議会も、まちづくり委員会の

方もそういう方向でございます。 

 清川村のまた一部の個人的な意見に対することではございませんけれども、まあ清川の

発言は、これはこれで尊重すべきだと、もうちょっと同調ということについてはちょっと

違和感がありましたけれども、同調してくれる町村があるということができれば異論がご

ざいましたけれども、まあしかしながら小委員会があれだけ論議をしたと。まあ議長が非

公式ではありましたけれども、議長の連絡会議でも相当な回数もったわけでございます。

その中で私もまとめをみているわけでけれどもこの意見が述べられた経緯はありますけれ

ども、もっとあの段階で明確にですね、そこで私は打ち合わすべきだったと思います。 

 こういう方針の中で行き詰まって、法定協にあがって、打開策としてわれわれにできる

ことは何かということで清川の発言があったということは解釈はしますけれども、私は小

委員会の議論というのをもっと尊重していくべきだとこういうふうに思っております。 

 議会事務局もそのようにとらえております。それから会長の委嘱を受けて小委員会で検

討したわけでございますけども、小委員会の方針はいちいち会長の方に伝えるように規約

になっております。大野郡５町２村の動向というのは、会長は会長なりにそれだけのもの

を私は把握していただいておるものと期待を致しております。以上でございます。 
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芦刈会長 

 はい、ありがとうございました。続きまして千歳村さん。 

 

宮成委員（千歳村新市まちづくり委員長） 

 千歳村のまちづくり委員です。基本的には、３名頂きたいと、朝地町さん、大野町さん

の方は以前、配慮をいただいて、小さい所、清川と小さい所には３名は必要ではないかと

いう意見をいただきました。それを千歳でも快く受けております。３名はということで 36

名、ということでお願いいたします。 

 

芦刈会長 

 はい、犬飼町さん。 

 

足立委員（犬飼町議会副議長） 

 犬飼町でございますが、まちづくり委員会、議会特別委員会ともにこれまでどおり主張

してまいりました通り、定数としましては 36 名ということでお願いしたいと思います。そ

の理由と致しましては、合併当初は新市まちづくりの基礎作りの大変な時期であります。

36 名にお願いしたいと思います。議員報酬につきましては近隣の市町村の安い方にあわせ

る方向でお願いしたいと思います。 

 

芦刈会長 

 はい、各町村の代表の方から報告をいただきましてありがとうございました。ここでこ

れはあくまでも小委員会での議論ということでちょっと報告をさせていただきたいという

ことであります。これにつきましては、これからも議論を深めるために報告させていただ

きたいと思います。小委員会の中ではもっとも人口の少ない自治体の議員数を３名とし、

なおかつ全体を人口割りのみで逆算をした場合、全体の議員定数が 39 名になるという試算

結果が出ています。しかしながら財政状況を考慮しながら、全体の定数を抑え、さらに選

挙区定数につきましては公職選挙法第１５条の８特別の事情があるときには、おおむね人

口を基準とし、地域間の人口を考慮して定めることができるということになっておりまし

て、これによりまして均等割りという概念を導入した用語が地域間の均衡を深めるのでは

ないかという議論の経緯があったようでございます。このようなことを踏まえまして、こ

れからなかなか答えが出る問題ではございませんが、議論の根底となるものでありますの

で、１選挙区あたり最低３名を出したいといいこと。また１票の重みをということについ

てそれぞれご意見がありましたら伺いたいというふうに、その他ご意見ございませんで

しょうか。三重町さん。 

 

生野委員（三重町議会議長） 

 均等割りという平等割りが 18,000 の人口、そしてまた 6 千､3 千ともやはり同じ１名と

いう平等割りに対しては三重町はやはり人口割りでいくべきではないかということをずっ

とこれまで一貫して主張してきたわけですから、ぜひそういうことも考えていただきたい。

それと平等割り、均等割り県内の法定協を開いておる所で、そういうものを使っている所
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があるのか、県内さらには全国的な動きというものに事務局の方に説明をしていただきた

いと思います。 

 

芦刈会長 

 それでは、事務局の方から説明をお願いします。 

 

事務局（総務部会 佐保） 

 総務部会佐保でございます。ただ今、生野委員の方からご質問がありました件について

大分県下の法定協の状況を調べておりますので、お答えをしたいと思います。大分県下大

野郡５町２村合併協議会を除きまして 12 の協議会がございます。現在の状況でございます

けれども、一応確認ができている部分で、在任特例が３協議会、定数特例が３協議会、そ

れで残された６については現在協議中、あるいは未提案の状況であります。ただし定数特

例を３と申し上げましたが、そのうちのひとつは大分市と佐賀関・野津原町の２町の編入

合併の例でございますので、これは除外して考えても良いのではないかと思います。従っ

て、残っている部分で現在確認ができている分は、佐伯市、南郡の合併協議会の定数特例

と、竹田市竹田直入合併協議会この２例でございます。 

 竹田直入につきましては、議論のスタートは 26 名の選挙区をおかないということでス

タートしたようでございます。議論の中では 26 名でいいということでありましたが、選挙

区制をそれぞれ主張して、竹田が 14、荻が４、久住が５、直入が４ということで２名上回

る 28 名に合計がなったということであります。ここで竹田の人口割りで出したそれぞれの

定数を申しますと、竹田が 14、荻が４、久住が５、直入が３ということになりまして最終

的に中断を繰り返して、最終的に協議が終わった中では竹田が 15、荻が４、久住が５、直

入が４ということで竹田が人口割りプラス１、それから直入が人口割りプラス１というこ

とでございます。 

 それから佐伯につきましては、40 から 44 の中で定数を決めていくと。そして選挙区設

置をするということが決定をされたということであります。そしてその割り振りで佐伯が

22、それから残りの８カ町村が 22 ということでございました。さらにその最低の町村の定

数については２名ということで最終調整を行った経緯がございます。 

 佐伯については、最終的に 44 という定数で確認をとったことになりますが、22 は佐伯

でありますから、残りの 22 は南郡で割り振りするということになります。 

 この方法については、佐伯の協議会では、衆議院の選挙区の定数の決定方法を参考に決

定していったということでございます。 

 具体的に申しますと、まず南郡８カ町村に各１名を振り分けます。そうすると８人それ

ぞれいきますが 22 人の８人ということでありますので、残りは 14 名ということになりま

すが、その 14 の人口で割り振って定数を決定したということです。 

 今申し上げましたこの２例しかございませんが、結論として、定数特例を採用した２つ

の協議会とも人口割りのみで決定したものではないということを申し上げておきたいと思

います。佐伯についてはそのような均等割りの部分も若干入ったということです。以上そ

ういう状況を報告しておきます。 
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芦刈会長 

 はい、その他ございませんでしょうか。はい、それでは次に議員報酬の考え方を整理し

たいというふうに思っています。お配りをした資料２について事務局説明をしてください。 

 

事務局（総務部会 佐保） 

 はい、今お配りをしました資料２についてご説明を申し上げたいというふうに思います。 

 上の方に５町２村の選挙人名簿の登録者数ということで、これが今年の３月２日現在の

部分の数字でございますが、先ほど１票の格差部分で会長のご発言もありましたが、それ

を参考にしていただければと思います。 

 それから議員報酬の現況につきましては、５町２村につきましては本年４月１日現在の

それぞれの報酬額の掲載を致しております。それから県内の近隣の市ということで、竹田

市、佐伯市、臼杵市この 3市を載せております。それぞれ人口、議長さん、副議長さん、

議員の報酬ということでこれも参考にしてもらいたいと思います。 

 合わせて前回、継続協議の中で出ていました類似団体の部分でございますけれども、大

野郡５町２村の場合は区分１－０という総務省が示した形の中に分類されます。人口は

35,000 から 55,000 人ということで非常に幅あるということが一点、それから第２次、第

３次産業が就業人口の 85％未満かつ第３次産業就業人口 50％未満と、この条件を見たとき

に全国的に該当団体が山形県の東根市ということでございます。東根市については人口

44,800 人、議長については 435,000 円、副議長 385,000 円、委員については 360,000 円と

いうことになっています。 

 従って県内に示しましたこの３団体につきましては、類似団体ではございません。この

点も申し上げておきたいというふうに思います。これは議論のたたき台の資料としてご活

用いただきたいと思います。 

 

芦刈会長 

 はい、ありがとうございました。これまで小委員会あるいは協議会の議論の中につきま

しては現在の５町２村のどこかの額、近隣の市議会の報酬額、総務省でいいます類似団体

の額などというご意見が出ていますが、議論の根本につきましては新市の財政に与える影

響を考慮すべきという考え方が多いようですが。ただ今、資料の説明を申し上げましたし、

これまでの各町村の議論の過程の中での議論がありましたらお聞かせいただきたいと思い

ますが。先ほど報告の中で大野町さんからは報酬については抑えるべきである。また犬飼

町さんからは安くと、２町からはただ今お聞きを致しましたが、その他の町村で報酬につ

いて議論をされたところがありましたらお聞かせいただきたいと思います。はい、どうぞ。 

 

森委員（清川村長） 

 このことにつきましては、先般ですね、お知らせした各町村の意見は変わりません。近

隣の安いところということで言っていますから。 

 

芦刈会長 

 はい、特段に変わった議論がされたところがあればというようなことで申し上げたとこ
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ろでございますが。なかなか方向性ということが難しいようでございまして、一致を致し

ませんが、何か皆さん方から調整のために新しい提案ということであればどなたでも結構

ですからご意見を伺いたいというふうに思っています。はい、朝地の町長さん。 

 

羽田野委員（朝地町長） 

 朝地の羽田野でありますが、これまで議員定数については先ほどから話がありましたよ

うに小委員会でも十分議論をしてきた過程がございます。大まかに３つのことがすでに決

定しているようでありますし、後残るはこの定数、選挙区の人数というふうに思います。

従って今、会長が各町村の状況を聞いたわけですが、あまりこれまでの意見と変わってな

いということでありますから、言えばこれは硬直状態でないかなあというふうに私は思い

ます。 

 そこで私は提案を申し上げたいと、検討させていただきたいと思います。この小委員会

にはそれぞれ議長さんとまちづくり委員長さんが参加をしながら議論を重ねてきたわけで

あります。私ども町村長としてはその一員として報告を受けるということでありました。

従いまして、このこう着状態を打破するということになりますと、私ども町村長として、

ある程度の調整案を作りたいな、作らせていただきたいと。そしてこのこう着状態を打開

したいというふうに考えております。当然、打開案を作るには議論がありましたように、

小委員会で検討してきました 27 名、そして上は 36 名、中間の 29 名、当然これは十分考慮

した中で議論をしてみたいと思いますし、そのひとつの打開案を示すことによって協議会

の方々のご賛同をいただければありがたいと思っております。 

 そういう打開案として私どもに作らせていただけるかどうか、そして協議会を通してそ

れに賛同いただけるかどうか、そのことについての確認をしていただいていいというなら

ばそういう方向で進ませていただきたいなと思いますので、会長そこら辺を諮ってもらい

たいなと思います。 

 

芦刈会長 

 ただ今、朝地町長さんから町村長連絡会で案を作り協議会で提案、このことについて提

案したいということでございますが、このことについてお諮りいたします。町村長により

ます調整案作成につきまして一任をいただき、次回の協議会でその案の協議をするという

ことに賛成をいただけるでしょうか。はい、どうぞ。 

 

伊藤委員（緒方町議会議長） 

 小委員会検討を重ねてきたわけでございます。今、朝地町長さんから大変ありがたいと

言いますか、対策の提案がございましたが、今すぐちょっと結論を出すのは待って、休憩

をとっていただければありがたいと思います。 

 

芦刈会長 

 ただ今、緒方町の伊藤小委員会委員長さんからちょっと休憩をということで、ちょっと、

はい千歳の村長さん。 
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阿南委員（千歳村長） 

 朝地町長さんからこう着状態を打破するためには町村長連絡会の方にということであり

ますが、そうしますと今 27 名、29 名、36 名というふうにそれぞれこう着した型になって

おるわけです。これは休憩前にですね、そういう委任をいただくならば白紙委任にでもし

てもうそこで決まれば、大体のそれをのんでいただけるのかどうかその辺をある程度やっ

ておかんと、また提案して、駄目ですということになったのではいかがなものかと。 

 

清田委員（大野町議会議長） 

 そのために休憩をお願いしております。 

 

阿南委員（千歳村長） 

 そういうことも踏まえて休憩前にあえて私も出したわけであります。 

 

芦刈会長 

 はい、千歳の村長さんからの意見でございます。ここで３時 30 分まで休憩を致します。 

 

(休憩) 

 

 はい、それでは、協議を再開致します。先ほど、こう着状態ということで朝地の町長さ

んから、町村長連絡会で案をつくるという提案がございましたが、議員定数小委員会の委

員長でもあります、伊藤議長さんから休憩をという申し出がありまして、ただ今休憩を致

したところでありますが、休憩中にご協議をいただきました内容につきまして、緒方の伊

藤議長さんからご報告をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

伊藤委員（議員定数等検討小委員会委員長・緒方町議会議長） 

 ご報告申し上げます。その前にちょっと休憩の時間を長くいただきましたことをお詫び

申し上げたいと思います。それぞれの町村の意見が白熱を致しまして、なかなかこれまで

一生懸命汗をかいてきた部分で決まらなくて、さらにここにきてこういった状況を見せる

ということは、われわれもまた私も力不足というふうに反省しております。 

 先ほど朝地の町長さん、千歳の村長さんからお話がありましたことにつきまして、協議

致しました。全面的にという千歳の村長さんの意見がちょっと割れた部分でございます。

そういったことを踏まえまして、これまでの小委員会の協議結果を尊重していただきまし

て、町村長に議員定数の調整案を作成して提案をしていただきたいと、そのことをご一任

申し上げたいという結果になりました。以上、報告を申し上げます。 

 

芦刈会長 

 報告をいただきましてありがとうございました。このことにつきましてお諮りを致しま

す。町村長によります調整案作成につきまして一任をいただき、次回の協議会でその案の

協議をいただくということでよろしゅうございますか。賛成の方の挙手をお願いします。

はい、挙手多数でございますが、挙手をいただけなかった千歳の村長さん、何かご意見を
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いただけますか。 

 

阿南委員（千歳村長） 

 私が話したのは、ですね、こんなに何度も何度も協議をいただいてその結果、一致が見

られなかったということです。ですから私は合併協議会の中でそれぞれ３分の２の方が小

委員会を形成し、意見の集約ができなかったということで、羽田野町長が出したわけです

が、今まで出たものを踏まえて、やはりお互い協議するわけですから、その中でもう一回

出てきた 27、29、36 そのようなことにならんように数字はどのようになるのか分かりませ

んが、今出てきたものを踏まえてやる中で、ある程度調整案を出すとなるとそれに任せて

いただくというような型でやった方が、出てきた、それぞれ持ち帰って議会の合併特別委

員会、なおまたまちづくり委員会で協議したら納得できんとそれならばどのように処置す

るのかと、その辺が定かでない場合はなかなかそのへんに問題があるのではないか。とい

うふうに理解しています。 

 

芦刈会長 

 はい、どうぞ。 

 

羽田野委員（朝地町長） 

 朝地の羽田野ですが、私がそういうことでお願いしたわけでありますが、今千歳村長さ

んが言われることはもっともだと私は思います。 

 これまでいろいろ議論しながら 27 と 36 ということで、こう着状態にあったわけです。

それについて私ども町村長に調整案を作成させていただきたいということでお願いをして

います。そこは一任してほしいということでありますが、調整案によっては、あいならな

いときはどうなるのかなと、ある程度歩み寄りができるのかということだと思うのですね。

調整案を出した、それはあくまで調整案だと。しかしすべて全面的にとは申しませんが、

ある程度歩み寄りの姿勢としてあるのかどうか。あくまでも調整案は調整案だと、そこで

議論してまた新たな審議をするかとそこら辺を議論としてどうなるのかなと、私もそれは

心配しております。 

 ただ強制的に私どもが言うことすべてやってくれとは言いませんが、けど 27 と 36 の間

があれば私は理解できるのではないか、それを 36 を超えて 50 までもってくるということ

はあり得ないわけですから、あまりにもこれまでの小委員会も議論の経過を私ども十分に

承っておりますが、そこら辺を十分しんしゃくした上で町村長でこれをどうするのかとい

うことになろうかと思いますので、そこら辺については私ども調整案を作ることについて

は何らかの形で担保がほしいなという気が致します。 

 それが無理ということになれば、あえて今調整案を作ったのであればまた混乱を招く状

況になりますので、これはやっぱり今の状況はどうかと思いますが、しかしこれまで議論

してきたわけですからある程度方向は出すべきだと思いますので、そこら辺をどのように

皆様のご意見を聞けばいいかなと思うわけでありますが。しかし調整案を作ることについ

てのいいということについては承りますので、その後のフォローをどういう形になるのか

なと、そういうことを私は心配になります。以上であります。 
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伊藤委員（議員定数等検討小委員会委員長・緒方町議会議長） 

 ちょっと休憩させてください。 

 

芦刈会長 

 はい、ちょっとまた休憩させてください。 

 

芦刈会長 

 はい、協議を再開致します。そういうことで、千歳の村長さん、ご理解いただきたいと

思います。挙手全員ということにさせていただきたいと思います。ありがとうございまし

た。それではこの案件につきましては、継続協議とさせていただきまして、次回の協議会

では町村長の先ほど一任をいただきました案の提案をさせていただきたいと思いますので

よろしゅうございますか。はい、ありがとうございました。それでは、以上で協議第 68

号につきましては継続とさせていただきたいと思います。 

 続きまして、報告でございますが報告第 22 号大野郡５町２村合併協議会新市名候補選定

小委員会報告につきましては、この小委員会の委員長であります、小野委員長にご報告を

お願い致します。小野委員長よろしくお願いいたします。 

 

小野新市名候補選定小委員会委員長（三重町新市まちづくり委員長） 

 ただ今、ご紹介いただきました新市名候補選定小委員会の委員長の三重町まちづくり委

員長の小野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。さて、当委員会につきまし

ては昨年の４月 24 日の第３回の協議会の承認で設置され、協議会が再開後の昨年 12 月第

１回目の会議を開催して以来、計６回の会議を重ねてまいりました。その間２月１日から

３月 31 日まで新市名の募集を行い、計 2,501 件、878 種類ものご応募をいただきました。 

 住民の皆様方をはじめ多くの方々の応募をいただきましたことにつきましては、心から

感謝とお礼を申し上げるものでございます。 

 新市の名称はまさしく新市の象徴でありますことから選考基準に基づき、未来に輝き、

そして市民に親しまれる名称を厳正かつ慎重に選考してまいったところであります。選考

の経過と致しましては第１次選定としましては委員１人から 10 点以内、計 63 点、種類と

しては 39 点、さらに第２次選定としまして、委員１人５点以内、計 33 点、種類としては

9 点までに絞り込みを行い、最終的には本日発表します３点を候補として選定することに

致しました。 

 なお、選定の具体的理由等につきましては後で事務局から説明を致しますので、よろし

くお願いを申します。当委員会としましては最終的に選定した候補につきましてそれぞれ

町村に持ち帰っていただき、議会特別委員会やまちづくり委員会等の意見はもちろんであ

りますが、現在、住民座談会を実施されているようでありますが、多くの住民の方々に意

見を聞きながら議論をいただき、スムーズに決定をいただければ幸いでございます。 

 最後になりましたが、委員の皆様にもご協力に感謝を申し上げますとともに、新市の名

称は大野郡５町２村の全体の総意ですみやかに決定されますことをお願い申し上げ、委員

長としての最終報告とさせていただきます。 

 ありがとうございました。 
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芦刈会長 

 どうもありがとうございました。はい、次に事務局の方から委員会の報告につきまして

補足説明を申し上げます。事務局お願いします。 

 

事務局（企画部会 江藤） 

 企画部会担当の江藤でございます。それでは私の方から小委員会報告に基づきまして、

委員長の補足説明をさせていただきたいと思います。まず報告書１ページでございますけ

れど、先ほどごあいさつがありましたように、昨年の４月 24 日の第３回協議会で規程が承

認されまして、同日設置をされました。小委員会の役割につきましては次の３点です。小

委員会の構成につきましては、ご覧のまちづくり委員長さんがそれぞれ町村から１名ずつ

選出いただきました。大野町の委員さんにつきましては、途中交代ということになってい

ます。そして選定の基準につきましては１ページから２ページにかけて６点ほどご設定を

させていただきました。そして４番目につきましては、新市名の募集要領につきましては

これは、専用の募集用紙等ご覧の通りでございますけれど、１点から７点まで記載の通り

でございます。 

 新市名称の最終募集結果につきまして５ページ以降につけさせていただいております。

５ページを少しご覧いただきたいと思います。最終集計と致しまして 2,501 点の募集結果

でございます。居住別の分類の真ん中、中段に載せております。そして応募者の年齢別の

分類ということで、一番下の段に載せております。若い年齢層からの募集が懸念されてお

りましたけれども、10 代、20 代、30 代の若い世代からの応募が約２割程度あったという

ことが示されていると思います。 

 ６ページをお開きください。応募の上位 10 点を記載させていただいております。そして

７ページ以降につきましては、すべての応募につきまして掲載させていただいております

ので、後でご覧いただきたいと思います。そして２ページ目にお戻りいただきたいと思い

ます。６番目で主な経過を順序だてて書いておりますが、これについてもご覧いただきた

いと思います。そして７番には小委員会の開催状況と会議内容につきまして、３ページそ

して４ページまで掲載させていただいております。 

 ４ページの第６回最終の小委員会の項目を少しご説明させていただきたいと思います。 

 第２次選定結果につきまして先ほど委員長の報告にありましたように全体で 33 点、種類

で９種類ということで９点と考えていただいて結構でございますけども、こうした選定を

してきました。そして最終選定に向けての確認事項を行ってまいりました。それは先ほど

申し上げました、選定基準に合致する名称であること、そして最終候補を３点とすること、

そして新市名は漢字表記が適当であること、いうことであります。そしてその最終報告と

しまして８番目に候補の選定結果を載せております。これにつきましては 50 音順に記載を

させていただいております。まず、大野川市、そして豊野市、そして豊後大野市でござい

ます。 

 なお、選定理由でございますが、大野川市は豊かな自然に恵まれた新市。母なる大野川

はその象徴である。大野川は、大野郡５町２村すべての町村にわたって雄大に流れている。

その雄壮な姿ときれいな水は九州管内２年連続水質１位でございます。市民にとって生活

や産業面の日常的な恩恵に止まらず、郷愁や安らぎ等のいやしまでも与えてくれる。大野
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川市は、まさに大野郡５町２村合併後の新市にふさわしい名称のひとつである。 

 ２点目の豊野市でございます。豊かな自然に恵まれ、大野郡５町２村の合併により誕生

する新市。豊野市は、豊かなる大野郡５町２村を意味し、新たな出発、新市の発展という

観点から新市にふさわしい名称のひとつである。 

 豊後大野市、古くから豊後といわれていたこの地域。そして、大野という地名も古くか

らあった。歴史があってこそ現在の大野郡５町２村がある。歴史を築き上げてきた先人に

感謝し、畏敬の念をもってこの地域をさらに発展させていくことが新市の責務である。豊

後大野市は新市誕生という新たな歴史の出発点として新市にふさわしい名称のひとつであ

る。という３つでそれぞれ選定の理由を挙げたところでございます。以上、簡単でござい

ますけれども補足説明を終わらせていただきます。 

 

芦刈会長 

 はい、ありがとうございました。ただ今、委員長ならびに事務局の方から新市名候補選

定小委員会の報告がございました。 

 この報告につきましてご意見、質問等がございますか。よございますか。はい、ないよ

うですので続きまして、70 号新市の名称（その３）について提案を致しますのでよろしく

お願いします。事務局お願いします。 

 

事務局（企画部会 江藤） 

 はい、それでは提案致します。１枚紙の協議第 70 号協定項目３-３号新市名称（その３）

についてでございます。新市の名称（その３）について次の通り協議を求めるということ

で、下の枠内をご覧いただきたいと思います。新市の名称（その３）について新市の名称

を次の候補の中から選定する。一つ、大野川市、一つ、豊野市、一つ、豊後大野市、以上

であります。 

 

芦刈会長 

 はい、ただ今、提案を申し上げました３つの候補につきまして持ち帰り、協議をお願い

いたします。具体的には、町村ごとに３候補に順位をつけていただきまして、持ち寄って

いただき、来月の協議会で決定をしたいと考えております。来月の協議会でスムーズに決

定をされることが理想でありますが、来月の協議会で決定をみない場合は少なくとも３点

を２点に絞り込みたいと考えております。 

 この点につきまして、いかがでしょうか。よございますか。 

 はい、ありがとうございました。 

 各町村特別委員会、あるいは新市まちづくり委員会はもちろんのことでございますが、

現在、住民座談会も行われておりますので多くのご意見を拝聴していただきまして来月の

協議会に順位をつけて持ち寄っていただきたいと思っています。 

 なお、来月の協議会で決定をされないときには、候補を３点から２点に絞ることも決定

をされましたのでご確認をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。以上で

提案を致しました協議 70 号につきましての説明を終わります。次にその他で今後のスケ

ジュールについて事務局の方から説明をお願いします。 
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赤嶺事務局長 

 資料の１の２ページをご覧いただきたいと思います。次回の合併協議会は第 17 回であり

ますが、６月24日午後１時30分から大野町中央公民館大集会室で開催したいと思います。

その次の第 18 回の協議会でございますが、これまで予定はされておりませんでしたが、現

在の継続状況を考えますと７月８日にも開催させていただきたいと考えております。従い

まして、第 18 回の協議会を７月の８日千歳村の中央公民館で午後１時半から開催させてい

ただきます。第 19 回につきましては、これまでの通りであります。 

 続きまして４ページをご覧いただきたいと思います。４ページの下の方でありますが、

今後の提案項目、残りが３件の提案ということになってまいりました。地域審議会の取扱

い、一部事務組合の取扱い、町名、字名の取扱いにつきましては、それぞれ専門部会、幹

事会等で協議の後にそれぞれ提案させていただきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

 ５ページにつきましては、これまでの確認された項目、今後の提案される予定のものを

掲載しているので、ご活用ください。 

 続きまして、７ページをご覧いただきたいと思います。６月の日程表を記載しておりま

す。６月 21 日９時から第 25 回の町村長連絡会を開催致します。それから６月 24 日、申し

上げました通り第 17 回の協議会が開催されます。６月 30 日、公立医療施設専門委員会を

開催する予定としております。 

 続きまして８ページでございますが、ここで訂正をお願いしたいと思います。７月の日

程を記載しております。６日の日に町村長連絡会と書いてありますが、これは７月５日で

ご訂正の方をお願いいたします。７月５日 13 時 30 分より第 26 回の町村長連絡会を開催致

します。今後のスケジュールについては、以上でございます。 

 

芦刈会長 

 はい、スケジュールにつきましては説明を申し上げました。何か質問等はございますか、

よございますか、はい、ありがとうございました。ただ今、継続協議となりました４項目、

それから新規に提案を致しました１項目につきましては、各町村の新市まちづくり委員会、

あるいは議会の特別委員会等を経まして、６月 24 日に開催されます第 17 回の大野町での

協議会で協議をいただきますのでよろしくお願い申し上げます。ご協議をいただきました

ことに心から厚く御礼を申し上げまして、議長の座を降ろさせていただきます。大変あり

がとうございました。 

 

赤嶺事務局長 

 それでは最後に閉会のごあいさつを、副会長であります、高野議長からよろしくお願い

いたします。 

 

高野副会長（千歳村議会議長） 

 大変長時間ありがとうございました。以上をもちまして５町２村合併協議会を終了致し

ます。ありがとうございました。 

(拍手) 



 

28 

 

  議事録署名 

 

 

 

 

 

 

朝地町議会議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緒方町 

新市まちづくり委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書      記 




